
朝霞市規則第３号 

朝霞市職員の職名に関する規則等の一部を改正する規則 

（朝霞市職員の職名に関する規則の一部改正） 

第１条　朝霞市職員の職名に関する規則（昭和４４年朝霞市規則第６号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（朝霞市職員の管理職手当支給に関する規則の一部改正） 

第２条　朝霞市職員の管理職手当支給に関する規則（昭和３７年朝霞市規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

第２条及び第３条第５号中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規

則の一部改正） 

第３条　地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関す

る規則（昭和４７年朝霞市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

本則中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（朝霞市役所支所処務規則の一部改正） 

第４条　朝霞市役所支所処務規則（昭和４９年朝霞市規則第１７号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第２項及び第５条第４項中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第５条　朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則（昭和６２年朝霞市規則第１

０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項及び第３条第２項中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（朝霞市役所出張所処務規則の一部改正） 

第６条　朝霞市役所出張所処務規則（平成元年朝霞市規則第３６号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項及び第７条第４項中「専門員」を「副主幹」に改める。 

（朝霞市事務分掌規則の一部改正） 

第７条　朝霞市事務分掌規則（平成２６年朝霞市規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第２項及び第５条第１１項中「専門員」を「副主幹」に改める。 

附　則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


